
令和６年能登半島地震
支援活動から見える教訓と課題
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令和６年能登半島地震に係る検証チーム（第２回）会議資料から抜粋



人的・住家被害等の状況（消防庁情報：4月23日 14:00現在）

令和６年能登半島地震非常災害対策本部会議資料から抜粋
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島田市の支援状況



島田市の支援体制①

氷見市災害援助派遣活動
富山県氷見市との災害援助協定に基づき、病院等
の受水槽への給水を目的として、職員及び車両(９t
消防局水槽車及び４t島田市加圧式給水車)を派遣

派遣期間
令和６年１月４日(木)から１月７日(日)まで



島田市の支援体制②

穴水町トイレカー派遣活動
静岡県対口支援先である、石川県穴水町の避難所
支援として、市の保有するトイレカーを職員と共
に派遣

派遣期間（全25陣）
令和６年１月１０日(水)から３月２５日(月)まで

派遣人数
延べ６２人



島田市の支援体制③

能登半島地震災害派遣活動
石川県内における災害支援活動として下記活動を
実施
住家被害認定調査
避難所運営業務
応急給水
下水道被害調査
保健師派遣
DMAT派遣

静岡県を通じた、支援物資の提供
成人用おむつ／700枚

義援金の受付、送金



災害時に求められる対応



発災直後

• 職員安否確認

• 災害対策本部立ち上げ

• 避難所の開設

• 被害状況の把握

• 避難指示等の情報伝達

数日以内

• 道路・上下水道
等の応急復旧

• 災害対応体制の
整備

• 受援の受け入れ

• り災証明発行

数週間～数ヵ月

• 生活再建等に係
る業務

• 行政機能の回復

災害時に求められる対応

• 大規模地震発生時は、電気・上下水道などのライフラインの断絶が予想される
• 職員は自らと家族の身の安全を確保し、決められた場所へ参集する

発災時の業務例

１ 災害時の初動対応や運用体制



災害時に求められる対応
２ 災害への事前対策

発災時の業務例

発災直後

数日以内

数週間～
数ヵ月

• 職員安否確認
• 災害対策本部立ち上げ
• 避難所の開設
• 被害状況の把握
• 避難指示等の情報伝達

• 道路・上下水道等の応急復旧
• 災害対応体制の整備
• 受援の受け入れ
• り災証明発行

• 生活再建等に係る業務
• 行政機能の回復

必要な対策等

• インフラの強靭化
• 本部運営訓練
• 避難所運営訓練
• 避難所運営マニュアルの整備
• 情報伝達訓練
• 業務継続計画（BCP）の整備
• 受援体制の確立
• 様々な被害状況を想定した対応策の検討
• 避難所における生活環境の質の確保
• 避難所・避難経路の安全確保
• 市民への情報伝達
• 職員間の情報共有の方法
• 孤立予想地域への備蓄
• 災害時トイレの備蓄
• 避難所におけるニーズの把握
• 被災者の安否確認
• 災害協定



災害時に求められる対応
３ 住民の災害への備え

• 食料の備蓄や非常用持出袋の準備
市民への啓発

• 避難所・経路の事前確認
ハザードマップの活用

• 家族内（近隣住民間）での情報共有
わたしの避難計画の推進

• 住宅の耐震化
耐震診断や補強工事の実施

• 防災ベッド、耐震シェルターの設置
命を守る安全空間整備費補助金の活用

• 家具の固定による転倒防止
家具固定事業の啓発

• 災害情報収集手段の複数確保
防災メール・市LINEへの登録促進、高齢者世帯への伝達手段の検討



派遣業務で感じた
教訓や課題



•支援業務に従事した職員へのアンケート調査

支援活動での意見
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• 市民の防災意識向上の取組・啓発／
防災訓練の参加促進、出前講座による啓発活動

• 災害対策本部機能の強化／本部運営訓練による練度向上

• 外部機関との連携強化／災害協定の締結

• 住宅の耐震化の促進

• 家具の転倒防止策の呼びかけ

• 耐震シェルター、防災ベッドの設置促進

• 公共施設の点検・整備の実施

• 孤立集落への備蓄・通信手段の確保

• 業務継続計画（BCP）の見直し

派遣業務から得られた教訓

平時 発災初期 発災数日 数週間～



•迅速な災害対策本部の設置

•職員の安否確認や参集

•避難所の開設

•市内における被害状況の把握

•住民への情報伝達

•受援体制の確保

派遣業務から得られた教訓

平時 発災初期 発災数日 数週間～



•住民への情報伝達

•職員間の情報共有

•避難所の環境整備

•物資の配備

•被害状況調査の実施

•緊急輸送路等の確保・道路啓開

•ライフラインの復旧

•迅速なり災証明の発行

•災害廃棄物の処理

派遣業務から得られた教訓

平時 発災初期 発災数日 数週間～



•住民への適切な情報伝達

•職員間の情報共有

•ライフラインの復旧

•避難所の環境整備

•行政機能の回復

•生活再建に向けた支援

•災害廃棄物の処理

派遣業務から得られた教訓

平時 発災初期 発災数日 数週間～



1. 道路の損壊による大規模渋滞の発生

2. 救援・支援物資等の配送

3. 断水による生活用水の確保

4. 被災地自治体の職員間での情報共有や
住民への情報伝達

支援活動から感じた主な課題



支援活動から感じた主な課題

１．道路の損壊による大規模渋滞の発生

能登半島は地形的な特性から、交通アクセスが限られるた
め、主要道路の寸断により、災害対応を困難にした。

場所によっては、孤立集落も発生し、被害状況の把握や救
援・支援物資の搬入が遅れた。

２．救援・支援物資等の配送

道路の亀裂や液状化、土砂崩れなどで交通網が寸断され、
孤立状態の集落が発生したため、救援活動や物資の運搬等が
困難となった。



支援活動から感じた主な課題

３．断水による生活用水の確保

水道管の破損により、広範囲で断水が発生した。

道路の寸断により、復旧活動に制約があったことなどから、断
水が長期化していた。

避難生活の長期化による、避難所におけるトイレ等の衛生管理
が必要であった。

４．被災地自治体の職員間での情報共有や住民への情報伝達

被災自治体において、絶対的なマンパワー不足となっていたた
め、各避難所に必要数の職員を配置できていなかった。

職員がいたとしても、対策本部からの情報が共有されていな
かった。

また、誤情報が出回る中、住民に対し、適切な情報伝達を行う
ことができていなかった。



緊急車両等の人命救助活動部隊や支援部隊が迅速に活動を行うこと
ができるよう、平時から大規模災害時の交通機能の確保に向けた取組
が必要となる。

また、災害発生時には、関係機関との連携、協力により、迅速かつ
的確な対応を行う。

• 国・県と協力した道路や建築物等の災害耐性強化

• 緊急輸送路沿線の建築物等の耐震化促進

• 道路や橋梁等の定期点検、改修・補強の実施

• 市内における交通支障箇所の把握

• 広域的な受援体制確保のための経路・迂回路の設定

• 災害時における迅速な道路啓開を実施するための災害時応援協定の
締結や締結事業所との連携強化

支援活動から感じた主な課題

１．道路の損壊による大規模渋滞の発生



災害発生時には、被害状況の把握に努め、孤立集落と外部との通信
の確保、物資供給、救助活動体制の整備等を図るとともに、孤立地帯
への適切な迂回ルートの確保、必要な交通統制の措置に加え、ヘリコ
プター等の派遣要請を行う。

• 南海トラフ巨大地震の発生を前提とした通信設備の整備

• 孤立予想集落との通信手段を確保のため衛星携帯電話等の配備

• 孤立予想集落に対する備蓄の整備・充足

• ヘリポートの整備

• 避難体制の強化

• 住宅の耐震化の促進

• 自主防災組織の育成・強化

支援活動から感じた主な課題

２．救援・支援物資等の配送



平時より水道関連施設等の耐震化を推進するとともに、災害
による施設の破損に伴う水道水の断水を最小限にとどめるとと
もに、災害時においては、迅速かつ円滑な応急復旧を図る。

• 上下水道における主要構造物の耐震化

• 災害発生時の被害状況調査体制や応急復旧体制の整備

• 水源や非常用電源等のバックアップ設備の整備

• 広域受援や災害協定によるトイレ・シャワー等の支援体制の
確保

支援活動から感じた主な課題

３．断水による生活用水の確保



災害発生時における、市職員間の情報伝達手段の確保や訓練
等による緊急時連絡体制を確認する。

また、災害発生時には、避難所や関連施設等との連絡手段を
確保し、災害対策本部との確実な情報共有を行う必要がある。

• 指定避難所や関係施設と市災害対策本部との連絡手段の整備

• 現場職員との情報共有のため本部運営訓練や情報伝達訓練の
実施

• 災害時における市民に対する広報手段の確立
（同報無線、広報紙、ホームページ、SNSなどの多様な手段を
活用する）

支援活動から感じた主な課題

４．被災地自治体の職員間での情報共有や住民への情報伝達



今回の災害派遣から意見で多かったポイント

1. 発災時の初動対応や
対策本部運用体制

2. 災害への事前対策

3. 職員間の情報共有や住民への情報伝達



今回の災害派遣から意見で多かったポイント

災害発生時は、迅速に災害対策本部を立ち上げ、職員の安
否確認と共に避難所等へ動員を行い、速やかな避難所の状況
確認と開設、市内における被害状況の確認を行う必要があ
る。

本部立ち上げ後は、被害状況や対応方針を迅速かつ確実に
庁内で共有する。

【対策】

• 災害対策本部運営訓練等による職員の意識及び練度の向上

• 被災現場や指定避難所と本部間の確実な連絡手段の整備

１．発災時の初動対応や対策本部運用体制



今回の災害派遣から意見で多かったポイント

平時より、災害への防災対策として、施設の耐震化やイン
フラの整備、食料や物資の備蓄を行うことが必要である。
ハード整備には時間を要することから、市民に対する、家

庭での備蓄や住宅の耐震化、家具の転倒防止策の実施など、
出前講座等を通じて引き続き啓発していくことが重要であ
る。

【対策】

• 出前講座等による防災事業の啓発
住宅の耐震化・家具転倒防止・耐震シェルター等設置補助
金の活用など

• 公共施設の災害耐性の強化

• 他自治体や民間企業との災害応援協定の締結

• 孤立集落への連絡手段の整備や必要物資の備蓄

２．災害への事前対策



今回の災害派遣から意見で多かったポイント

住民は、被害状況や復旧状況、り災証明の発行時期など、
情報を求めている。誤情報に惑わされることの無いように、
確実な情報伝達手段の整備と必要に応じて住民への登録促進
をしていく。
また、このような情報を市職員が共有し避難所等で展開す

ることで、市民の安心に繋がると考える。

【対策】

• 災害情報共有システム（R6導入）やLoGoチャット等を活用
した職員間での情報共有

• 速やかな情報伝達のため、情報伝達訓練の実施

• 市民に対し、対応状況のお知らせ（複数手段）

• 防災メールや市公式LINEの情報収受手段の登録促進

３．職員間の情報共有や住民への情報伝達


